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○議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

      （諸般の報告） 

日程第 ２ 承認第１４号 専決処分の承認について［令和４年度美幌町一般会計補正予 

算（第６号）］ 

 日程第 ３ 諮問第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ４ 議案第４５号 美幌町議会議員及び美幌町長の選挙における選挙運動の公費 

             負担に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ５ 議案第４６号 美幌町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ６ 議案第４７号 美幌町墓園等条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ７ 議案第４８号 美幌町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税 

              免除に関する条例を廃止する条例制定について 

 日程第 ８ 議案第４９号 美幌町企業立地促進条例の制定について 

 日程第 ９ 議案第５０号 令和４年度美幌町一般会計補正予算（第７号）について 

 日程第１０ 議案第５１号 令和４年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

 日程第１１ 議案第５２号 令和４年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ 

              いて 

 日程第１２ 議案第５３号 令和４年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第１号）に 

              ついて 

 日程第１３ 議案第５４号 令和４年度美幌町病院事業会計補正予算（第２号）について 

 日程第１４ 認定第 １ 号 令和３年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第１５ 認定第 ２ 号 令和３年度美幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第１６ 認定第 ３ 号 令和３年度美幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

について 

 日程第１７ 認定第 ４ 号 令和３年度美幌町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

              て 

 日程第１８ 認定第 ５ 号 令和３年度美幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

 日程第１９ 認定第 ６ 号 令和３年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

 日程第２０ 認定第 ７ 号 令和３年度美幌町水道事業会計決算認定について 

 日程第２１ 認定第 ８ 号 令和３年度美幌町病院事業会計決算認定について 

 日程第２２ 意見書案第１３号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書について 

 日程第２３ 意見書案第１４号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見 

直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求 

める意見書について 

 日程第２４ 報告第１７号 健全化判断比率について 

 日程第２５ 報告第１８号 資金不足比率について 

 日程第２６ 報告第１９号 放棄した債権の報告について 

 日程第２７ 報告第２０号 令和３年度教育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点検 
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・評価の報告について 

 日程第２８ 報告第２１号 専決処分の報告について（美幌療育病院敷地内の車両破損事 

故による損害賠償） 

 日程第２９ 報告第２２号 例月出納検査報告について（５月～７月分） 

 日程第３０        議員の派遣について 

 日程第３１        閉会中の継続調査について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 藤 原 公 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 坂 田 美栄子 君  副議長 ８番 岡 本 美代子 君 

     ９番 稲 垣 淳 一 君     １０番 古 舘 繁 夫 君 

    １１番 上 杉 晃 央 君     １２番 松 浦 和 浩 君 

    １３番 馬 場 博 美 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君 総 務 部 長        小 室 保 男 君 

町民生活部長 関   弘 法 君 福 祉 部 長 河 端   勲 君 

経 済 部 長        後 藤 秀 人 君 建 設 部 長 那 須 清 二 君 

病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 事務連絡室長        志 賀   寿 君 

会 計 管 理 者        田 中 三智雄 君 総 務 課 長 斉 藤 浩 司 君 

危機対策課長 弓 山   俊 君 政 策 課 長 沖 崎 寿 和 君 

財 務 課 長 吉 田 善 一 君 町民活動課長 佐久間 大 樹 君 

戸籍保険課長 
選挙管理委員会事務局長 

佐々木   斉 君 税 務 課 長 松 尾 まゆみ 君 

社会福祉課長 水 上 修 一 君 保健福祉課長 中 尾   亘 君 

農林政策課長 
農業委員会事務局長 

橋 本   勝 君 耕地林務主幹 伊 藤   寿 君 

みらい農業課長 午 来   博 君 商工観光課長 影 山 俊 幸 君 

建 設 課 長 森 口 尚 博 君 建 築 主 幹 宮 田 英 和 君 

環境管理課長 鶴 田 雅 規 君 上下水道課長 石 山 隆 信 君 

病院総務課長 以 頭 隆 志 君 地域医療連携課長 高 山 吉 春 君 

事務連絡室次長 横 山 聖 二 君 教 育 部 長 遠 藤   明 君 
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学校教育課長 多 田 敏 明 君 学校給食課長 片 平 英 樹 君 

社会教育課長 立 花 良 行 君 スポーツ振興課長 浅 野 謙 司 君 

博 物 館 課 長 鬼 丸 和 幸 君 監査委員事務局次長 小 室 秀 隆 君 

 

○議会事務局出席者 

  

次 長 小 室 秀 隆 君 議 事 係 長 高 田 秀 昭 君 

庶 務 係 長 村 田   剛 君 庶 務 係 金 子 未 准 君 
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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和４年第７回美幌町議会定例会第３日

目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、６番伊藤伸司さん、７番坂

田美栄子さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局次長から

報告させます。 

○事務局次長（小室秀隆君） 諸般の報告

を申し上げます。 

本日の会議につきましては、配付してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、１

日目と同様でありますので御了承願いま

す。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 承認第１４号 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 承認第

１４号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の７ペ

ージになります。 

承認第１４号専決処分の承認について御

説明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

８ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）について。 

新型コロナウイルス感染症対策にかかる

医療用検査キット購入のため急を要するの

で、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和４年８月１７日付であり

ます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、９ページを御覧ください。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

６号）。 

令和４年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ６３９万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２

０億３,３６７万８,０００円とする。 

第２項につきましては事項別明細書によ

り御説明をいたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の１８、１９ページをお開き願います。 

３、歳出になります。 

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防

費、１、感染等予防対策事業費の増、６３

９万２,０００円は、新型コロナウイルス感

染症の感染不安の解消と集団感染の未然防

止を目的に医療用検査キットを購入し、希

望者へ配付するための費用になります。 

昨年の７月から研究用の検査キットを希

望者へ配付してまいりましたが、検査結果
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の精度がより高いとされる医療用検査キッ

トを配付するもので、９月１日から事業を

開始しております。 

配付対象者は、濃厚接触者をはじめ、美

幌町へ帰省される方、感染の可能性がある

方、その他感染不安のある方になります。 

検査キットは医療用のため、薬剤師が対

面で説明する場合に限り配付が認められて

おりますので、申請は個人単位となりま

す。 

濃厚接触者の場合、役場へ電話をいただ

くと、検査キットを郵送によりお届けいた

します。 

また、濃厚接触者以外の方は、役場１階

の６番窓口で申請をいただくと、引換券と

確認書をお渡しいたしますので、書類を薬

局へ持参の上、検査キットをお受け取りい

ただくことになります。 

予算計上してございますが、消耗品費、

印刷製本費、通信運搬費につきましては、

検査キット５,０００セットの購入費と郵送

料になります。 

補助金の新型コロナウイルス検査キット

配付協力支援金につきましては、検査キッ

トの使用方法を説明し、配付をいただく薬

局に対する協力支援金として、予算措置を

してございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書の１６、１７ページにお戻りを

願います。 

２０款繰入金、１項基金繰入金、１目の

財政調整基金繰入金６３９万２,０００円

は、今回の補正予算の財源として、基金か

らの繰入れを行います。 

なお、参考資料の１７ページ資料６に、

基金の年度末予定残高を掲載しております

ので、御参照いただければと思います。 

以上、承認第１４号専決処分の承認につ

いて御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ただいま説明い

ただいた１９ページの関係で、この専決処

分後から現在まで、役場と四つの薬局と言

いましたか、そこで配付した実績は５，０

００セットのうち、どの程度あるのかをお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

９月１日から事業を開始しておりまし

て、町で引換券を配付した件数が４５０件

となっております。 

５,０００キットを購入しておりますの

で、約１割程度の引換券が出ている状況に

ございます。 

なお、その４５０件のうち、濃厚接触者

により郵送した件数につきましては、７０

件となっております。 

現在、個別で４薬局に協力していただい

ており、引換券をお渡しするときに、一応

どこの薬局で引換えするという確認はとっ

ております。 

実績として最後は確認できるのですが、

今現在４５０キットがどこの薬局で幾つ出

ているというのは把握しておりませんの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 前回のときは企

業単位でもよかったけれども、今回は個人

単位ということで、企業等からの問合せだ

とか、不都合だとか生じていないかどう

か、これだけお願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

現在のキットは、薬事法に基づいて確認

書を薬局にて５年間保存する必要があると

いうことで、薬局に迷惑がかかることのな

いよう、個人単位に限定させていただいて
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おります。 

企業で何か発生した場合は、世帯単位で

の配付を検討しておりますが、現在のとこ

ろ、特定の企業から企業単位で配付してい

ただきたいというお問合せはありませんの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 今回、医療用のキ

ットに変わったということで、薬剤師の説

明が発生すると理解をしました。 

その分、精度が上がったとお話あったと

思うのですが、素人でも分かるように、例

えば、今までのレベルがどのぐらい上がっ

て医療用になったのか。 

やはり、前回のキットを使っても、医療

機関に行ってきちんと調べると陽性だった

という人の話もありますので、どのぐらい

の精度が上がったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） はっきり

とした数値は押さえておりませんが、前回

のキットは、企業が試算する部分では９

４％程度とは書いております。 

私どもも検査結果を全て把握しているわ

けではありませんが、実際に陽性だった、

陽性でなかったという声もいろいろ聞くと

ころもあります。 

今回、８月に前回のキットがなくなった

ときに、厚生労働省からしっかりとした医

療用検査キットを使用して確認するように

という通知も出たものですから、ちょうど

なくなるタイミングと９月１日という部分

も含めて、町で医療用の検査キットを確保

できたため、９月１日から実施しておりま

す。 

なお、医療用の検査キットですので、も

し陽性が出た場合は、先生の判断によって

はそのまま陽性という確認もありますし、

自分で検査したのでもう一度検査しましょ

うということで、医療機関で再度検査する

ケースもございます。 

原則、病院で使っているものと同じ検査

キットということで認識していただいて構

いませんので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第１４号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 諮問第２号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 諮問第

２号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案２０ページで

ございます。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついて御説明申し上げます。 

人権擁護委員野昭憲氏は、令和４年１２

月３１日をもって任期満了となるので、次

の者を候補者として推薦いたしたく、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求めるものでございます。 

氏名、永井英俊。 

住所及び生年月日については、議案に記

載のとおりでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、諮問第２号人権擁護委員候補

者の推薦についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は諮問のとおり、適任とする意見に

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は適任と答申すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 議案第４５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

４５号美幌町議会議員及び美幌町長の選挙

における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２１

ページになります。 

議案第４５号美幌町議会議員及び美幌町

長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

て御説明いたします。 

美幌町議会議員及び美幌町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定しよう

とする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の２ペー

ジを御覧願います。 

資料１、議案第４５号関係。 

改正目的でございますが、公職選挙法施

行令及び施行規則が本年４月に一部改正さ

れ、選挙運動用の自動車の使用、ビラの作

成に要する公費負担の限度額が引上げられ

たことから、国と同様に公費負担の限度額

を引き上げるものであります。 

改正内容は２点であります。 

１点目として、選挙運動用自動車の使用

に係る公費負担の限度額につきまして、自

動車借入れ、燃料費の額をそれぞれ記載の

とおり引上げいたします。 

２点目として、選挙運動用ビラの作成の

公費負担の限度額について、５万枚以下の

場合、１枚当たりの額を記載のとおり引上

げいたします。 

参考資料の３ページ、４ページに条例の

新旧対照表を掲載しておりますので、御参

照いただければと思います。 

根拠法令等は公職選挙法施行令、公職選

挙法施行規則。 

施行日は公布の日でございます。 

以上、議案第４５号につきまして御説明

を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 今回の金額の変

更のうち、燃料費が７,５６０円から７,７

００円と限度額が引上げられているのです

けれど、率直な疑問なのですが、今、燃料

費がかなり高騰していますよね。 

これは、国が決めていることなので、分

かれば教えてほしいのですけれども、高騰

に見合った引上げ限度額ではない、少ない

のかなという印象を持つので、その辺の情

報が何かありましたら、御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐々木 斉

君） 御答弁申し上げます。 

公費負担につきましては、参議院選挙が

実施される３年ごとに国が改定、見直しを

行っているものでございます。 

先ほど総務部長から御説明がありました

が、年度当初に改定が成立しておりまし

て、当時、国からは市場価格の調査に基づ

き変更したということで御説明を受けてお

りますが、その後のいわゆる燃料費の改定
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だとかそういうものについては、正直なと

ころ盛り込まれていないというのが現状と

なっているのではないかなと思っておりま

す。 

そして、それに対して改定があるかどう

かというのは、特に情報も入っていません

ので何とも言えませんが、基本的には先ほ

ど言いましたように、３年ごとのルール改

定となっておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４５号美幌町議会議員

及び美幌町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第４６号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

４６号美幌町手数料徴収条例の一部を改正

する条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の２２ペ

ージをお開き願います。 

議案第４６号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定について御説明申し

上げます。 

美幌町手数料徴収条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の５ページを

お開きください。 

資料２、議案第４６号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、住宅の質の向

上及び円滑な取引環境の整備のための長期

優良住宅の普及の促進に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴い、良質な既

存住宅については増改築行為がなくても、

長期優良住宅として認定できることとなっ

たため、手数料の設定を行うものです。 

改正内容でありますが、建築行為を伴わ

ない既存住宅の認定申請手数料の区分及び

額を別表に追加し、その他、字句の整理を

行うものです。 

新旧対照表については、６ページから８

ページを御参照願います。 

根拠法令等は、長期優良住宅の普及の促

進に関する法律で、施行日は令和４年１０

月１日でございます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第４６号美幌町手数料徴

収条例の一部を改正する条例制定について

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第４７号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

４７号美幌町墓園等条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 
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建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の２３ペ

ージをお開きください。 

議案第４７号美幌町墓園等条例の一部を

改正する条例制定について御説明申し上げ

ます。 

美幌町墓園等条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９ページを

お開き願います。 

資料３、議案第４７号関係。 

条例名は省略させていただきます。 

改正の目的でありますが、合同納骨塚の

墓誌設置に伴い、墓誌に係る文言及び使用

料について明記するため、改正を行うもの

でございます。 

改正内容でございますが、一つ目とし

て、条例中、合同納骨塚の文言に墓誌に係

る文言を加えるものでございます。 

改正内容の二つ目として、別表２に規定

する使用料に墓誌掲示に係る使用料１件５,

０００円を追加するものでございます。 

新旧対照表については、１０ページから

１３ページを御参照願います。 

施行日は令和４年１０月１日でありま

す。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 望んでいたもの

が形になるということは、大変喜ばしいこ

となのですけれども、雨風にかなり耐えら

れるものなのか。それから、１０月１日か

ら施行されるということで、いつから現実

的に始まるのか、この２点を伺います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁い

たします。 

まず、雨風に耐えられるものかという御

質問だったかと思いますが、こちらにつき

ましては、掲示板の内側にマグネットで貼

っていく予定でございますけれども、外側

には強化ガラスの蓋がついて、鍵もついて

という形になっていますので、基本的に直

接風に当たることはないと考えてございま

す。 

あと、１０月１日施行からいつまでとい

うお話だったかと思いますけれども、大体

設置までに１.５か月程度見ているところで

ございます。 

こちらをお認めいただきましたら、その

後、速やかに皆さんに申請の有無の通知を

出して、事務を進めていきたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 新たに追加され

る墓誌掲示１件５,０００円というのは、ど

のようなコスト計算をして、適切な料金と

して設定をなされたのか、積算根拠につい

て御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁い

たします。 

こちら５,０００円の使用料につきまして

は、一つの掲示板につき掲示できる人数を

２５０名と予定しており、設置に係る経費

を２５０名で割り返したものに、今後にか

かる維持管理経費の一部を鑑みまして、北

見市と同額の５,０００円ということで設定

したところでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 掲示にかかる直

接経費プラス維持管理費というのは、予算

のところで割り返せば分かると思うのです

が、これを２５０名で割り返した掲示にか

かる費用と今後の維持管理費の内訳をお知

らせください。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 掲示板設
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置の割り返し部分としましては、１件当た

り３,７００円程度。 

それ以外の１,３００円程度につきまして

は、今後の維持管理や消耗品等々の経費と

いうことで計算してございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４７号美幌町墓園等条

例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４８号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

４８号美幌町産業集積の形成及び活性化の

ための固定資産税の課税免除に関する条例

を廃止する条例制定についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案書の２５

ページになります。 

議案第４８号美幌町産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関

する条例を廃止する条例制定について御説

明申し上げます。 

美幌町産業集積の形成及び活性化のため

の固定資産税の課税免除に関する条例を廃

止する条例を次のように制定しようとす

る。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１４ページ

をお開き願います。 

資料４、議案第４８号関係でございま

す。 

経過及び制定目的でございますが、平成

１９年に施行された企業立地の促進等に関

する地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律に基づき、本町では、平成

２２年に美幌町産業集積の形成及び活性化

のための固定資産税の課税免除に関する条

例を制定し、企業立地及び事業の高度化を

促進してきましたが、改正法が平成２９年

７月３１日に施行され、経過措置期間が満

了したため、同条例を廃止しようとするも

のでございます。 

制定内容は、美幌町産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関

する条例を廃止する。 

施行日は公布の日からでございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 経過は分かりま

した。 

美幌町の条例制定後、これまでの間、実

際に課税免除の申請件数で実績があったの

かどうか、お知らせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、産業集積形成課税

免除の実績につきましては、２件となって

ございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４８号美幌町産業集積

の形成及び活性化のための固定資産税の課

税免除に関する条例を廃止する条例制定に
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ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４９号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

４９号美幌町企業立地促進条例の制定につ

いてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案書の２６

ページになります。 

議案第４９号美幌町企業立地促進条例の

制定について御説明申し上げます。 

美幌町企業立地促進条例を次のように制

定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の１５ペ

ージをお開き願います。 

資料５、議案第４９号関係でございま

す。 

制定目的でございますが、この条例は、

本町の経済の活性化に資する企業の立地を

促進するため、町内に工場等を新設または

増設する者に対し、助成の措置を行うこと

により、町の産業の振興及び雇用機会の創

出を図るものでございます。 

制定内容でございますが、第１条は本条

例の制定目的を、第２条は本条例における

用語の定義を規定しております。 

第３条は助成措置の対象要件及び対象事

業者の指定の申請について規定、第４条は

助成の措置として、補助金の種類、補助金

の額などと補助金の交付申請について規定

しております。 

補助金の種類及び額などにつきまして

は、別表に規定しておりますので、１６ペ

ージをお開きください。 

区分、交付要件、金額等を表に掲げてお

ります。 

順に御説明を申し上げます。 

工場、試験研究施設、物流施設、情報サ

ービス事業所等、コールセンター、データ

センターの交付要件は、投資額が２,５００

万円以上で、かつ雇用増が新設の場合は３

人以上、増設の場合は１人以上でございま

す。 

次に、再生可能エネルギー電気供給施設

ですが、こちらは投資額が２,５００万円以

上で、かつ雇用増が１人以上であること。 

宿泊施設につきましては、投資額は同じ

く２,５００万円以上で、雇用増は求めてお

りません。 

これらの区分及び交付要件に合致した場

合に助成を行いますが、助成項目の一つ目

は、固定資産税額を基準とする助成でござ

いまして、工場等で操業等を開始した以

後、最初に固定資産税が課せられることと

なる年度から３年間に限り、当工場等に係

る土地家屋及び償却資産の固定資産税相当

額を助成いたします。 

助成項目の二つ目は、雇用増を基準とす

る助成でございまして、雇用増の算定の対

象となるもののうち、町に住民票を有する

者１人当たり２０万円を助成いたします。 

助成期間は３年以内でございます。 

１５ページにお戻りください。 

第５条は相続、合併、譲渡等による事業

の承継について規定しております。 

第６条は対象要件の欠落、偽りその他不

正行為または休止・廃止したときの助成措

置の取消し等について規定。 

第７条は指定事業者に対して、操業状況

や雇用状況について報告を求めることまた

は実地調査をすることができることについ

て規定。 

第８条は規則への委任について規定して

おります。 

施行日は公布の日からとし、令和４年４
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月１日以降に工場等の新設、増設に着手し

た事業者から対象といたします。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） ちょっと簡単に

聞きたいのですけれど、廃止になったのと

今回の条例の中で確認をとりたいのは、土

地の譲渡の制限の関係なのです。 

以前、美幌町は稲美の工業団地が拡大さ

れ、住宅用途地区以外が全部対象となっ

て、今回、土地の制限についての記載がな

いのかなと。 

となると、住宅地、要するに建物を建て

られる場所。 

建物を建てるのであれば工業団地、工業

用地だとか、準工業用地だとか、あとは高

層住宅街だとかになると思うのですが、そ

の場合は都市計画税も発生すると思いま

す。 

そういう部分についてのかみ合わせは、

どのような検討になるのかというのと、新

築以外の増築。 

２,５００万円も新築と一緒であれば、増

築のところでもう少し金額の段階式だとか

ができなかったのかと思います。 

それと、今回、あえて宿泊業が追加にな

ったのかなと思うのですけれど、この宿泊

業についてはあくまでもどういう宿泊施

設、この法令に書いてあるよというけれ

ど、具体的に美幌町としては、住宅建築の

用途指定の中での基準なのか、それともこ

の法律の中で違う制限があるのか、ちょっ

とお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の松浦議員の御質問でございますけれど

も、一つ目が美幌町の地域の中の建物を建

てる指定の部分だったかと思います。 

こちらの指定につきまして、先ほど産業

集積の課税免除の条例の中での部分は、旧

企業立地促進法に基づきますけれども、こ

ちらの法律に基づいた計画を美幌町、大空

町、津別町の三町でつくりまして、国の同

意をいただきましたが、地域の限定という

のはしていない状況でございます。 

また、今回の企業立地促進条例案の中で

の地域の指定ですけれども、こちらも稲美

工業用地に限らず、美幌町の地域全体で使

えるというものとしてございます。 

二つ目の都市計画税との絡みということ

で、今回、固定資産税を基準とした課税免

除ということでございますが、都市計画の

用途地域につきましては、もちろん建築、

立地する際の都市計画用途地域ごとの建物

の制限というのはあろうかと思いますけれ

ども、課税免除につきましては、あくまで

地域も全域としてございますので、こちら

の固定資産税は、ほかの自治体の課税免除

も参酌しながら定めさせていただいており

ますので、都市計画税は対象にしてござい

ません。 

それから、三つ目の新築の場合は２,５０

０万円、増築の場合は段階的にしてはどう

かという取得金額の関係でございますけれ

ども、今回、新築、増築共に２,５００万円

とさせていただいておりますが、こちらは

北海道の企業立地促進助成の要件の一つと

しまして、取得金額が２,５００万円となっ

てございます。 

ですので、こちらを参考にしまして、新

築、増築共に２,５００万円とさせていただ

いたところでございます。 

四つ目の宿泊業はどのような具体的な内

容の施設なのかということで、都市計画の

用途だとか、建設の規模だとかということ

の御質問だったかと思います。 

こちらは、旅館業法で定められた宿泊業

を営まれるということでございますので、

先ほどの御質問と重複する部分があるかも

しれませんが、あくまで都市計画の用途地

域ごとの建築基準にのっとった施設を建て
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られて宿泊業を行っていただく、そういっ

た部分に対しての支援ということになって

ございます。 

特段、町でこのような規模のものを定め

るといったものは想定してございません。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 大体分かりまし

た。 

それで、今年からということで、昨年、

工業団地に進出したところは、過疎の条例

の指定になったかと思うのですけれど、せ

っかく昨年来ていて、これに該当しないの

であれば、何かの救済措置だとかというの

は無理なものかどうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問でございますけれども、議員おっ

しゃっていただきましたように、本年の４

月１日からこちらの条例の適用を受けると

いうことになりますので、４月１日から工

事に着手した企業に対し、その事業につい

て町長が指定をするという手続を踏んでい

くことになります。 

令和３年度につきましては、議員もおっ

しゃいましたように、過疎で条例をお認め

いただいた課税免除の制度がございますの

で、令和４年度については、１０月以降か

らの適用ではなくて４月からとして、１年

間の公平性を保つということでございます

けれども、過年度となるとなかなかそこは

難しいのかなと考えてございますので、御

理解いただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 今回の新しい条

例の中では、説明があったように固定資産

税の課税免除と雇用増による助成というこ

とですが、昨日私も町長に一般質問で申し

上げましたが、いわゆる宿泊施設に限ら

ず、今回対象となる九つの施設について、

例えば、美幌町に新規に進出したいあるい

は増設したいというようなときに、昨日の

質問のように、必要に応じて町の判断で要

綱等を設けて、これ以外の項目での支援と

か、そういったことを今後とも考えられる

のか、その辺だけ見解をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、この区分に掲げられ

ている以外のものということで、そういっ

た御相談等があった場合は適宜内部で協議

して、必要に応じて対応をしていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ちょっと私の説

明が適切ではなかったです。 

ここに掲げられているもので、例えば、

新たによその町から来て、美幌町で企業と

して活動したいと、特にこの２項目以外の

要素で要望があったときには、昨日の宿泊

施設と同様に個別整備で町が必要だと判断

すれば、要綱等で助成を検討するような考

え方があるのかどうかという質問ですの

で、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 失礼いたしま

した。 

ただいまの御質問の内容でいきますと、

内容を確認した中で必要に応じて対応して

いきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第４９号美幌町企業立地
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促進条例の制定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５０号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

５０号令和４年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の３１

ページになります。 

議案第５０号令和４年度美幌町一般会計

補正予算（第７号）につきまして御説明を

申し上げます。 

令和４年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正は、新型コロナウイルスワク

チン接種にかかる経費、エネルギー価格高

騰の影響による電気料の増額、ふるさと寄

附金に係る必要経費などを追加するもので

ございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３億７,８４９万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１２４億１,２１６万９,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正により御説明いたしますので、３４ペ

ージを御覧いただきたいと思います。 

第２表、地方債補正。 

１段目の農業生産基盤整備事業は、道営

土地改良事業費の変更に伴い、その財源を

地方債に求めます。 

限度額を補正前の３,３８０万円から補正

後の３,６４０万円へ２６０万円を増額し、

過疎対策事業債の申請を予定しておりま

す。 

２段目の町道整備事業は、社会資本整備

総合交付金の内示額が要望額を下回ったこ

とから、その財源を地方債に求めます。 

限度額を補正前の１億１,８３０万円から

補正後の１億３,９００万円へ２,０７０万

円を増額し、過疎対策事業債の申請を予定

しています。 

３段目の除雪グレーダー整備事業につき

ましても、社会資本整備総合交付金から地

方債への財源の振替になります。 

限度額を補正前の２,７００万円から補正

後の５,６００万円へ２,９００万円を増額

し、辺地対策事業債の申請を予定しており

ます。 

補正後の地方債の総額につきましては、

下段に記載のとおり、８億２,２９４万７,

０００円となります。 

次に、議案書の４４、４５ページを御覧

ください。 

３、歳出になります。 

増額となる項目を中心に御説明をさせて

いただきます。 

２款総務費、１項総務管理費、５目企画

費、１、政策推進事業費の増のうち、印刷

製本費と業務等委託料の２行目、懸垂幕等

作成業務委託料につきましては、令和５年

４月に美幌町が町制施行１００周年を迎え

ることから、記念事業に向けた準備経費を

予算措置してございます。 

まず、印刷製本費の１９万８,０００円

は、記念事業の概要を掲載するＰＲ用のチ

ラシの作成費用になります。 

懸垂幕と作成業務委託料３３万円は、役

場庁舎と町民会館に掲示する懸垂幕の作成

費用になります。 

次に、業務等委託料の５行目、移住相談

等環境構築業務委託料１,７５６万７,００
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０円につきましては、美幌みどりの村旧休

憩施設すずらんを移住相談拠点施設へ改修

するため、現在、委託業務を進めておりま

すが、施設の利用環境と事業効果を高める

ため、予算の追加をお願いいたします。 

主な追加業務の内容でありますが、新た

に多機能トイレ、スロープを設置し、バリ

アフリー対応施設とするほか、車道から施

設入り口への連絡通路の舗装など、外構整

備を追加いたします。 

また、テレワーク等で利用される企業を

募るため、オンライン及び現地での説明

会、広告宣伝、ウェブサイト作成などの費

用を追加いたします。 

財源には、デジタル田園都市国家構想推

進交付金、地方創生臨時交付金を活用する

ほか、一般財源としてふるさとづくり基金

からの繰入れを行いますが、財源確保に向

けまして、現在、北海道の地域づくり総合

交付金を申請中であります。 

承認された際には補正予算を提出の上、

財源振替を行う予定でございますので、御

承知おき願いたいと存じます。 

政策推進事業費の増のうち、残る経費は

ちょうど１億円になりますが、こちらの経

費につきましては、全てふるさと寄附金の

増収を見込んでの増額補正となります。 

当初予算では、令和４年度の寄附金の総

額を１億５,０００万円と見込み、必要経費

を予算措置いたしましたが、７月末の寄附

金の実績は、前年度比で約１.８倍と好調で

あることから、今年度の寄附金の総額を２

億５,０００万円に上方修正し、必要経費を

増額するものでございます。 

積立金の４,１７５万３,０００円は、寄

附金の総額から返礼品等の必要経費を差し

引いた額をふるさとづくり基金へ積立てす

るものであります。 

参考資料の１７ページ、資料６に基金の

年度末予定残高を掲載しておりますので、

後ほど御確認をいただければと思います。 

次に、中段の６目辺地対策費、１、生活

バス路線等維持事業費の増、業務等委託

料、デマンドバス運行実証実験業務委託料

１０２万９,０００円は、申込みバスもーび

ーの運行日数等の変更に伴う増額になりま

す。 

現在、もーびーは日曜日の運行はしてご

ざいませんが、利用者からの声を受けまし

て、１０月から日曜日の運行を開始するこ

とといたします。 

次の負担金、地域公共交通活性化協議会

負担金４３万５,０００円は、市街地バス路

線に共通回数券を導入するため、割引補填

分と発行手数料につきまして、協議会が負

担するための補正になります。 

その下の１１目諸費、１、防災対策事業

費の増、各種行事等報償４万４,０００円

は、１０月３０日に実施する総合防災訓練

における防災講話、防災講演会の講師報償

になります。 

次に、３項１目戸籍住民基本台帳費、

１、戸籍住民基本台帳事務費の増、庁用備

品８７万７,０００円は、個人番号、マイナ

ンバーカード裏書システム機器の更新費用

になります。 

下段の３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費、１、社会福祉推進事業

費の増のうち、消耗品、食糧費、手数料の

減額につきましては、新型コロナ感染拡大

の影響により、戦没者慰霊祭が中止になっ

たことによる予算の整理になります。 

次のページ、４６、４７ページになりま

す。 

２段目の２目社会福祉施設費、１、コミ

ュニティーセンター維持管理事業費の増、

光熱水費６１０万２,０００円は、エネルギ

ー価格高騰に伴う電気料の増額になりま

す。 

本年１１月に新たな電力供給契約を締結

するに当たり、電気料の参考見積りを徴取

したところ、世界的な燃料高や円安の影響

により、大幅な値上げが見込まれることか

ら、当初予算に計上した光熱水費の不足額
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を追加いたします。 

今回の補正予算におきましては、コミュ

ニティーセンターを含む１４の施設の電気

料増額分として、５,３９８万１,０００円

を計上してございます。 

なお、各施設ごとに光熱水費の増額を予

算措置しておりますが、いずれもエネルギ

ー価格高騰に伴う電気料の追加になります

ので、以後、説明は省略をさせていただき

ます。 

次に、中段になります。 

２項の児童福祉費、１目児童福祉総務

費、１、児童福祉事務費の増、補助金の一

行目、新型コロナウイルス感染予防対策支

援事業補助金１６０万円は、児童福祉施設

の衛生用品等の購入経費に対する間接補助

になります。 

内容でありますが、一時預かり事業を実

施する幼稚園型の保育施設に対し、３０万

円を上限に国、北海道、町が支援金を交付

するもので、藤幼稚園と大谷幼稚園が対象

になります。 

また、感染症対策を実施する保育施設に

対しまして、国と町が合わせて５０万円を

支援金として交付するもので、対象施設は

藤幼稚園とひまわり保育園になります。 

補助金の２行目、保育所等業務効率化推

進事業補助金７５万円につきましては、保

育の周辺業務の効率化、保育士の負担軽減

を図るため、ＩＣＴ化を推進する保育施設

に対し、国と町が必要経費を補助するもの

で、本町におきましては藤幼稚園が対象に

なります。 

次の６、子育て世帯生活支援特別給付金

給付事業費の増、交付金、子育て世帯生活

支援特別給付金１,４５５万円につきまして

は、支給対象児童数の増加に伴う増額補正

になります。 

内容は２項目ございます。 

まず１点目として、非課税の子育て世帯

に対し、国及び北海道が児童１人当たり６

万円を支給する事業で、対象児童を８０名

と見込んでおりましたが、今回、１２名分

を追加計上いたします。 

２点目として、国及び北海道の特別給付

金の対象外となる子育て中の課税世帯に対

し、町が独自に児童１人当たり３万円を支

給する事業を実施しており、当初、対象児

童を１,６２０名と見込みましたが、今回４

６１名分を追加いたします。 

続いて、２目保育園費、２、東陽保育園

管理運営事業費の増、機械器具１４万３,０

００円は、点検で灯油ストーブの故障が判

明いたしましたので、ＦＦストーブ１台を

購入いたします。 

下段の４款衛生費、１項保健衛生費は次

のページになります。 

２目予防費、２、予防接種事業費の増、

１億８８１万円につきましては、従来株と

オミクロン株ＢＡ．１の２種類を組合せた

オミクロン株対応ワクチン接種に係る経費

になります。 

オミクロン株対応ワクチンにつきまして

は、今月１２日に厚生労働省が薬事承認を

いたしましたので、来週以降、道内の全市

町村に供給される予定であります。 

このため、本町におきましては、９月２

６日をめどにオミクロン株対応ワクチンに

切り替えることで、準備を進めてまいりま

す。 

対象者は２回接種を済ませた１２歳以上

で、これまでと同様に役場１階の窓口のほ

か、電話、ネットにおいて予約を受け付け

いたします。 

予算計上の主な内容といたしましては、

事務事業協力報償１,０６５万５,０００円

は、ワクチン接種に従事する医師及び看護

師の報償費になります。 

業務等委託料のうち、ワクチン接種委託

料７,４９０万７,０００円は、しゃきっと

プラザで行う集団接種を美幌医師会と産学

医に、個別接種を町内の医療機関にそれぞ

れ委託する経費になります。 

被接種者送迎委託料２００万円は、交通
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手段のない高齢者の移動手段として、タク

シー送迎に係る経費を予算措置いたしま

す。 

庁用備品の７１万円でありますが、こち

らは、集団接種会場において使用する備品

として、タイマー時計を１台、ＡＩ検温モ

ニター消毒液スタンドを２台、それぞれ購

入するための費用になります。 

オミクロン株対応ワクチンの接種開始に

つきましては、詳細が決まり次第、改めて

町民の皆様にお知らせをしてまいりたいと

存じます。 

このページの中段になります。 

３、母子保健事業費の増、補助金、特定

不妊治療費支援金２００万円であります

が、こちらは、本年４月から不妊治療費が

保険適用となりましたが、特定不妊治療費

につきましては、保険適用後も一定の自己

負担を伴うことから町独自の助成制度を創

設し、子供を希望する御夫婦が経済的な理

由により治療を断念することがないよう支

援してまいります。 

本年４月以降に、保険適用による生殖補

助医療を受けた方で、女性の治療開始年齢

が４３歳未満の方を対象とし、自己負担の

平均額を１０万円と見込み、２０名分を予

算措置してございます。 

次に、３目環境衛生費、２、墓地・霊園

等管理事業費の増、９１万円につきまして

は、市街共同墓地の合同納骨塚に２５０名

の墓誌を掲示できる墓誌掲示板を設置する

ための費用になります。 

使用料につきましては、先ほど議案第４

７号で御説明したとおり、掲示１件につき

５,０００円となります。 

議案書５０ページ、５１ページになりま

す。 

６款農林水産業費、１項農業費、中段の

５目畜産業費、３、牧野管理運営事業費の

増、修繕料の４９５万円は、７月の降雨に

より美幌峠牧場の管理用道路の舗装路面が

陥没し、通行に支障があることから、管理

用道路の修繕を行うための費用になりま

す。 

その下の６目農地費、２、道営土地改良

事業費の増、５９０万円は、記載の３地区

の事業費変更に伴う分担金の補正になりま

す。 

次の２項林業費、１目林業総務費、２、

林業推進事業費の増、積立金１９８万円

は、８月３１日、石上車輛株式会社様よ

り、森林整備協定に基づく御寄附がござい

ましたので、未来への森林づくり基金へ積

立てを行います。 

下段の７款商工費、１項商工費は、次の

ページを御覧ください。 

上段になります。 

２目の商工業振興費、１、商工業振興推

進事業費の増、補助金、貨物運送事業燃料

価格高騰対策支援金１,２０５万５,０００

円は、燃料価格高騰の影響を受けている貨

物自動車運送業の事業継続を支援するた

め、町内に事業所を有する事業者に対し、

支援金を支給いたします。 

７月の臨時会におきまして、燃料価格・

物価高騰対策として、町内の事業所に対

し、一律１０万円の支援金を支給すること

にいたしましたが、燃料価格高騰の影響が

大きい貨物運送事業者に対しまして、事業

規模に応じて追加の支援策を講じるもので

ございます。 

内容でございますが、事業者が所有また

は使用する車両１台につき、大型・中型自

動車は４万円を、普通自動車は２万５,００

０円をそれぞれ支援金として交付いたしま

す。 

対象となるのは緑ナンバーの車両で、大

型・中型自動車を２８２台、普通自動車を

３１台と見込み、総額１,２０５万５,００

０円を計上いたします。 

なお、財源には一般財源を充てることで

補正予算を編成してございますが、地方創

生臨時交付金が追加配分された際には、本

事業の財源に充てる予定でございます。 
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次の２、商工業活性化促進事業費の増、

補助金、起業家支援事業補助金２８４万円

につきましては、当初予算におきまして新

規３件分を措置いたしましたが、既に２件

の申請があり、今後も申請が見込まれます

ので、所要額を確保するための増額補正に

なります。 

次に、議案書の５４、５５ページになり

ます。 

１０款の教育費、１項教育総務費、３目

の教育振興費、１、教育振興事業費の増、

工事請負費、美幌高等学校報徳寮改修工事

６１６万円は、町外から入学する生徒確保

に向けた受入れ体制を整えるため、北海道

が所有する男子寮、報徳寮を町が内部改修

し、来年春から男女共用化を図るための予

算計上になります。 

報徳寮につきましては１５室、定員３０

名の男子寮として運営されておりますが、

女子生徒の入寮希望者もいることから、２

階を女子生徒専用の居室スペースへ改修い

たします。 

２階の居室と廊下の壁を改装するととも

に、休憩所を改造して浴室を整備するほ

か、階段には間仕切り扉とカメラを設置い

たします。 

また、老朽化が進んでいる１階の居室の

壁、浴室の天井を改装し、網戸を取り付け

るなど、寮生が快適に過ごせるよう、生活

環境の改善に取り組みます。 

美幌高等学校の魅力を発信し、生徒確保

に向けた取組を強化するため、町外から入

学する生徒の受入れ基盤となる報徳寮の環

境整備が課題となっていたことから、道教

委と改修に向けた協議を重ねてきたところ

であります。 

しかしながら、道教委による改修が早期

に実現する見通しがなく、町外生徒の確保

に向けた受入れ体制を早急に整えるには、

町が費用を負担して改修すべきとの判断に

至り、今回、道教委と合意に至ったところ

でございます。 

本来、公共施設の改修につきましては、

施設を所有する地方公共団体が経費を負担

して実施すべきでありますが、道内におき

まして今回と同様の事例があり、市町村と

北海道は協議の上、自発的な寄附行為との

整理が可能であれば、地方公共団体相互間

における経費の負担関係を定めた地方財政

法には抵触しないことを確認し、今回、補

正予算を計上しておりますので、御理解を

いただきたいと存じます。 

次の２項小学校費、１目学校管理費、

１、小学校管理事業費の増のうち、各施設

等維持管理協力報償、保険料、施設維持管

理等委託料の減額につきましては、新型コ

ロナ感染拡大の影響により、学校プールの

開設を取りやめたことによる予算整理にな

ります。 

議案書５６、５７ページになります。 

５項の保健体育費、１目保健体育総務

費、１、スポーツ推進事業費の増、消耗品

費の３万円は、７月８日、栄町在住の小林

史明様より、青少年のスポーツ活動に役立

ててほしいと御寄附がございましたので、

屋外球技用の消耗品を購入いたします。 

次に、中段の１２款職員給与費、１項、

１目職員給与費、１、職員給与支給事務費

の増、その他手当１,１９９万５,０００円

は、ワクチンの集団接種業務に従事する職

員の時間外勤務手当、管理職特別勤務手当

の追加になります。 

その下の２、会計年度任用職員給与支給

事務費の増、７７万３,０００円は、ワクチ

ン接種事務に従事する会計年度任用職員を

１名、３か月間任用するための経費になり

ます。 

次に、歳入について御説明をいたします

ので、議案書の３８、３９ページにお戻り

をいただきたいと思います。 

２、歳入になります。 

この中の１５款使用料及び手数料、１項

使用料、３目衛生使用料１０万円につきま

しては、合同納骨塚の墓誌設置に係る使用
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料として、２０件の申請を見込んでの予算

計上になります。 

次に、１６款国庫支出金、このうちの２

項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金、

１節総務管理費補助金の６３７万８,０００

円でございますが、こちらは、移住相談拠

点施設の整備に伴う財源変更になります。 

内容について、説明欄記載のとおり、デ

ジタル田園都市国家構想推進交付金、こち

らが２,２４４万４,０００円の増額となり

ます。 

内容は、補助率が当初の２分の１から４

分の３へ引上げになったことに伴う増額に

なります。 

また、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金につきましては、１,６０

６万６,０００円の減額となります。 

内容は、補助裏の地方負担分につきまし

て、５分の４相当額が臨時交付金で措置さ

れることになりますが、推進交付金の補助

率が２分の１から４分の３へ引上げとな

り、補助裏の地方負担分が減少することか

ら、臨時交付金が減額となるものでござい

ます。 

ほかの国庫支出金につきましては、それ

ぞれ説明欄に記載のとおりでございます。 

次に、４０ページ、４１ページになりま

す。 

この中の１９款寄附金、１項寄附金、１

目一般寄附金９,８００万３,０００円のう

ち、ふるさと寄附金の増、１億円は、今年

度の寄附総額を当初予算の１億５,０００万

円から２億５,０００万円に上方修正するも

のでございます。 

その下の企業版ふるさと納税の減、１９

９万７,０００円の減につきましては、ワタ

ミ株式会社様からの企業版ふるさと納税を

原資に自然学校の開催を予定してございま

したが、新型コロナ感染拡大の影響によ

り、事業が中止されたことによる予算整理

になります。 

また、３目農林水産業費寄附金１９８万

円につきましては、８月３１日、石上車輛

株式会社様から森林整備協定に基づく御寄

附をいただいています。 

次の４目教育費寄附金３万円は、７月８

日、栄町在住の小林史明様から青少年のス

ポーツ活動に役立ててほしいと御寄附をい

ただいています。 

その下の５目衛生費寄附金１００万円

は、６月２８日、稲美在住の大井恵子様か

ら墓園の管理に役立ててほしいと御寄附を

いただいております。 

中段の２０款繰入金、１項基金繰入金、

１目財政調整基金繰入金１億１,８８６万

８,０００円は、今回の補正予算に係る財源

として、基金からの繰入れを行うものであ

ります。 

２２款諸収入は説明欄に記載のとおり、

２３款町債は第２表地方債補正により御説

明をいたしましたので、説明を省略させて

いただきます。 

以上、議案第５０号令和４年度美幌町一

般会計補正予算（第７号）につきまして御

説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

再開は１１時３０分といたします。 

午前１１時１４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

令和４年度美幌町一般会計補正予算（第

７号）について、これから質疑を行いま

す。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） ２点ほど伺いま

す。 

まず一つ、４４ページ、４５ページの総

務費、ふるさと納税のことですけれども、

今回、１億５,０００万円を見込んでいたと

ころが２億５,０００万円になるということ

で、すごい好調ですばらしいことだと思い
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ます。 

努力されている結果だと思うのですが、

好調の要因をどのように捉えていらっしゃ

るのか、教えていただきたいです。 

もう一つが、５２ページ、５３ページの

商工業振興費、貨物運送事業燃料価格高騰

対策支援金。 

こちらは委員会でも一度伺いましたが、

燃料価格の高騰対策支援金という名前の支

援金となっている中で、営業用であっても

軽貨物は対象外になっていると私は捉えて

おりますが、燃料価格高騰対策支援金なの

にどうして軽自動車は含まれないのか、外

されているのか、こちら２点を教えてくだ

さい。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 御質問にお答

えいたします。 

１点目のふるさと納税の好調の要因とい

うことでございます。 

昨年からふるさと寄附金についてはかな

り伸びている状況なのですけれども、申込

みのあった返礼品の中で、令和３年度にお

きましてはタマネギが非常に好調だったと

いう状況になってございます。 

農産物の高騰により、品薄な状況という

社会的な要因もありまして、美幌町におき

ましては、出荷体制についてきちんとした

ラインを確保しまして、安定した供給がで

きるという状況を整えておりましたので、

申込みが非常に伸びたということになって

おります。 

そして、令和４年度につきましても、タ

マネギが比較的好調に推移している状況と

なっております。 

令和４年度につきましては、令和３年１

１月、１２月あたりから牛肉１キロの詰め

合わせの申込みが若干増えていたのですけ

れども、さらに今年に入り、インターネッ

トでの広告、ＰＲ、プロモーション活動を

行った結果、大変好調に伸びてきていると

いう状況になっております。 

また、今、申し上げたとおりインターネ

ットによる広告、ふるさと納税の特設サイ

ト。 

こちらについてもアクセス件数が大変好

調で、これまで月平均３,２００件程度のア

クセスがあるところでございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 貨物運送

事業燃料価格高騰対策支援金の御質問でご

ざいますけれども、個人事業主の方で貨物

運送を行っている事業者が所有する軽自動

車の車両数につきましては、一社で最大３

台と認識しております。 

軽貨物を支援対象とする場合、今回、提

案させていただきました部分で２万５,００

０円と４万円の金額設定があり、２万５,０

００円に該当させるとなると、３台で７万

５,０００円の支援金額ということでござい

ます。 

７月臨時会で補正をお認めいただきまし

た原油価格・物価高騰対策事業者支援金の

額が１０万円となります。 

対象となりますこちらの制度で、燃料価

格高騰の影響を緩和できるものと認識して

いるものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 考え方としては理

解します。 

ただ、それが業種が違うので外れますと

いうことであれば、私もすぐ理解はできる

のですけれども、一応、石油価格高騰とい

う部分で、補助金の名目としては同じかも

しれないです。 

貨物運送事業とくくられた中で、どうし

て軽自動車だけ対象にならないのかなと、

ちょっと私は理解できないのですが。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 業種のく
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くりというところで差が生じるという部分

でございますけれども、今回、提案させて

いただきました貨物運送事業者につきまし

ては、やはり原油価格高騰の影響をもろに

受けてしまうといった状況で、補正を提案

させていただいてございます。 

それで、ほかの事業者の方々も業種が違

えど燃料価格高騰の影響は受けているとい

うことで、１０万円の補正予算を認めてい

ただき、支援をさせていただくと。 

そういった方々につきましては、例え

ば、軽自動車に限らず、いろいろな営業の

自動車だとか、そのような部分で御苦労さ

れているかと思います。 

そのような部分を考えますと、まず、区

分としましては、大きく影響を受けている

事業者に対して支援をさせていただきたい

という考えで、今回、提案をさせていただ

きましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 町内で軽自動車の

軽貨物を持つ業者では、一社３台が最大だ

とお話がありました。 

今の課長の御答弁ですと、ここは大きな

影響を受けていないようなお話に聞こえま

す。 

確かに、大きい業者になれば台数も大き

くなるし、影響も大きくなるとは思うので

すが、その分、売上げも大きいわけですよ

ね。 

逆に、一社３台の軽自動車のところでい

けば、その分、売上げは小さくなって、影

響を受ける金額自体は大きくないかもしれ

ないですけれども、率としては、変わらな

いのではないかなと私は思うのです。 

それで、きちんと説明ができるような状

態、どうしてうちが対象にならないのでし

ょうかと言われたときに、やはりきちんと

説明がつかないと、そこは納得できないな

という思いで私は質問しています。 

もう一度伺います。 

決して影響は小さくないと思いますし、

同じ貨物業という中でどうして対象外、そ

のまま進めるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 繰り返し

になりますけれども、軽貨物自動車で運送

事業をされている方々の今回の原油価格高

騰の影響が小さくないとは申しませんが、

あくまで業種だけを限って支援をさせてい

ただくというよりも、影響の大きなところ

に支援をさせていただく提案とさせていた

だいております。 

例えば、１０万円で足りないよという事

業者も中にはあろうかと考えておりますの

で、そういった部分では軽貨物自動車の

方々が１０万円の中で軽自動車を運送する

といった部分の補填をしていただくこと

は、１０万円の範囲の中で可能かなと考え

てございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） ５５ページの教育

振興事業費、美幌高等学校報徳寮改修工事

についてお尋ねをいたします。 

まず、私的には降って湧いたような話が

出てきたということで、なぜ、年度当初予

算でなくて、今のこの補正予算の時期に、

どのような経緯でこの改修が持ち上がって

きたのかということが１点目。 

それから２点目としては、改修ではなく

別の支援方法も検討されたのですかと。 

今年度入った方が１名おられるというこ

とで、間違いなく１名はいると思うのです

けれども、今後、農業科が１学級になっ

て、さらに、募集人員が少なくなったとい

うことで、本当に女子生徒が継続的に入っ

てくる可能性があるのかどうか。 

少ないのであれば、今の方は現在下宿を

利用していると伺っていますので、例え
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ば、下宿に対する補助金を出すほうが経費

は安く済むと思うのですよ。 

ですから、下宿への補助とか、そのよう

な検討もされたのかどうか。 

３点目としましては、寮母さんの体制。 

男性か女性か分かりませんが１名体制で

いいのでしょうけれども、女子生徒が入る

となると、やはり女の方がいないと親御さ

んが不安がるのではないのかなと思うので

すが、その辺の体制はどうなっているの

か、その３点についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 御質問い

ただきました３点でありますけれども、ま

ず１点目の当初予算でなく、なぜ補正予算

だったのかということであります。 

今回の改修に至るまで、道教委と何回も

協議をしておりました。 

その協議がなかなか整わなかったという

部分もありまして、今回の補正予算となっ

た経緯となっております。 

続きまして、別の支援、また、女子生徒

の今後の入寮の継続性ということでありま

すが、別の支援につきましても、これまで

様々な支援をしてまいりました。 

その中でも、女子生徒の受入れというの

が非常に大きな問題となっていたことか

ら、今回の改修に至っております。 

女子生徒の入寮の見込みでありますけれ

ども、今年の３月末に、管内の方だったと

思いますが、令和５年度の入学を希望され

ている女子生徒２名から寮があるのかと美

幌高校に問合せがありました。 

また、今年度入学した女子生徒のうち２

名がもともと入寮を希望していましたが、

寮がないということから町内下宿に入居し

ております。 

その２名の方につきましても、今後、改

修がなされた際には、保護者ともよく協

議、相談した中で、恐らく入寮希望をして

くるのではないかと思っております。 

さらに、昨年度から実施しております地

域みらい留学が非常に好評でありまして、

今年度も継続して実施しております。 

その中で、オープンスクールも実施して

おりまして、こちらに来校された方の中で

道外の方１名、札幌市の方１名、この２名

の女子の方が来年度入学を希望、そして、

入寮を希望していると聞いております。 

３点目の寮母の関係でありますけれど

も、やはり宿直、日直業務というのはあり

まして、基本的には美幌高校の教員の方が

宿直ということで対応しております。 

今までは男性教員ばかりだったと思いま

すが、今後につきましては、女子生徒も入

るということでありますので、その辺りは

美幌高校にも協議しております。 

高校の中で、男性だけがいいのか、ま

た、女性教員にもこの宿直業務についても

らうのか、十分相談していくと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 現在、２名が下宿

されているということで、先ほどのお答え

では確認されていないように受け止めたの

ですけれど、確認をとって寮ができたら入

るよという動きになっているのか。 

先ほど、多分入るだろうと臆測で物を言

っていましたけれど。 

それから、来年度、１名は入ってくる可

能性はあるということですけれども、ここ

二、三年はいいかもしれませんが、前のよ

うに入寮者が少ないから町から補助金を出

して、何とか寮を持たせようと二、三年続

けてやっていましたよね。 

そういうことに将来的になってくるので

はないですかと言いたいのです。 

だから、ここ二、三年はいいかもしれな

いですけれども、将来的に見て、本当に６

００万円をかけて女子寮にする需要はきち

んと保てるのですか、その辺の見積りをし

っかりと立てたのですかということを再度

お聞きしたいと思います。 
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○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 今後の見

通しということでありますけれども、昨年

度から実施しております地域みらい留学は

かなり効果がありまして、昨年度、また、

今年度も女子生徒も入寮されていくのでは

ないかと思っております。 

この地域みらい留学をきっかけに、今後

も継続実施できる期間は継続していただき

まして、学校募集を高校としてもやってい

くと思っております。 

今、下宿に入居されている女子生徒であ

りますけれども、必ず入寮するというとこ

ろまではまだ確認しておりません。 

やはり、改修した姿を見て、本当に入り

たいとなっていくのではないかと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） まず、４５ペー

ジの辺地対策費の地域公共交通活性化協議

会負担金の中で、先ほど共通回数券を発行

するというお話でしたけれども、回数券の

内容だとか、発行数がどのくらい印刷をな

されるか。 

次に、４９ページの予防接種事業費のと

ころに、今回、コールセンターの関係も出

ておりますが、昨年もコールセンターの関

係で対応にいろいろ問題があったとお聞き

しています。 

新年度で新しいコールセンターになっ

て、実際に住民の皆さんからそういう苦情

とか、多分ないのだろうと思いますけれど

も、そういう状況についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

続いて、５３ページの商工業振興費の中

の起業家支援事業補助金、今年申請のあっ

た補助した実績で、どういう業種の方に助

成しているのか、その内容をお聞かせくだ

さい。 

それと、今回の補正の中で電気料が高騰

して、かなり上がっていると思いますが、

今回の補正後でどの程度の電気料になって

いて、施設数が何か所で、幾ら増えたの

か。 

その全体像が分かるように、当初比との

中で御説明いただきたいと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町民活動課長。 

○町民活動課長（佐久間大樹君） 先ほど

の回数券の関係でございます。 

内容につきましては、１５０円券１２枚

つづりを１,５００円で販売するというの

が、一般の方向けの回数券でございます。 

もう一つ、１５０円券を１０枚つづりで

１,０００円で販売するというのが、中学

生・高校生向けの回数券となっておりま

す。 

印刷枚数につきましては、全部合わせま

して１,０００冊程度を予定してございま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

コールセンターにおける電話がつながり

にくいとの御質問でございますが、御承知

のとおり、昨年の１回目、２回目について

は、相当つながらないという苦情が殺到し

たのが事実でございます。 

どうしてもスタートするときにはつなが

りにくいというケースも相当あると思いま

す。 

その後、依頼業者が変わったというのも

ございますが、有料回線を３回線増設し、

来庁者を役場で受けるなど、そういういろ

いろな選択肢を増やすことによって、３回

目、４回目実施の予約に当たり、１回目、

２回目よりは相当数減っているというのが

現状でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 起業家支
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援事業補助金の新規の業種につきまして

は、令和４年度は飲食業と小売業の２件を

交付決定してございますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 差し支えなけれ

ば、飲食業の店と小売業とはどのような業

種でどのような店なのか、御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 飲食業に

つきましては、ラーメン店でございます。 

もう１件が、肉と魚を扱う小売店となっ

てございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ラーメン店は分

かりました。うちのそばなのだろうと思い

ます。 

もう一つは、別に秘密ではないと思いま

すので、具体的にどこのお店なのか言って

ください。 

私もラーメン店は想像できました。 

私の町内会にあると思いますのでもう１

件のほうを。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 小売店

は、会社がまだ成立されていなくて、この

あと法人登記をされますので、その法人登

記も補助対象経費になるということで、交

付決定をさせていただき、今回の２件のう

ちに入ってございます。 

具体的には、新町の空き店舗を御利用し

て、これから開店していきたいということ

でございます。 

予定では、１０月には開店したいという

ことでお聞きしていますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） 電気料総体の

御質問ということで、総務課で契約してお

りますので、御説明いたします。 

まず、施設からですが、補正予算の中で

それぞれ分かれておりますので、丁寧に御

説明いたします。 

小中学校５校、コミュニティーセンタ

ー、みらい農業センター、図書館、マナビ

ティーセンター、町民会館、柏ヶ丘運動公

園、リリー山スキー場、廃棄物処理場、下

水道終末処理場、給食センターの１５施設

となります。 

この１５施設の当初予算の合計ですが、

１億１２７万３,０００円でございます。 

これが、今回、総額で１億６,６０３万

３,０００円ということで、増額合計が６,

４７６万円でございます。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 前提は分かりま

した。 

それで、これは６割ぐらい予算が増えて

いるということで、町にとってもすごい増

額で大変だと思うのです。 

今回、財源内訳を見ていませんけれど

も、これは基金か何かで、一般財源で全部

充当されたのか。 

それと、今回の燃料高騰というのは美幌

に限らず、日本全国でコロナ対策の交付金

をはじめ、相当やっていますが、自治体に

おける公共施設の電気料のコスト増という

のは、当初見ていた普通交付税上の単位費

用から相当な負担増に当然なるということ

です。 

今後の話ですが、本来は交付税の単位費

用の中に入るべきものですけれども、途中

での高騰ということですから、特別交付税

とか、そういった部分での財政的な要望を

きちんと国に求めていくという考え方があ

れば、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 
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○財務課長（吉田善一君） 電気料の値上

げにつきまして、財源措置の御質問にお答

えしたいと思います。 

議員おっしゃられるとおり、財源の確保

ということでいけば、可能性として特別交

付税措置がされるかどうかということかと

思います。 

現在のところは、はっきりとした情報を

得ていない状況でありまして、今のところ

は全て一般財源で賄うという形で予算計上

をさせていただいております。 

令和３年度に燃料価格の高騰があった際

には、灯油の増加分が特別交付税の特殊財

政需要額の経費に算入できるということ

で、そういった措置をさせてもらっていま

すが、そのときは電気、ガスについては対

象外となっていたところであります。 

今年度については、まだ情報が入ってい

ないのですけれども、引き続き注視してい

きたいなと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） ４９ページの母子

保健事業費、特定不妊治療費支援金２００

万円のことでございます。 

これは、医療保険の対象になるというこ

とから、保険の対象でも本人負担が生ずる

ことになった分を町が負担するという御説

明ですが、従来は保険対象外だったので、

道と町とが負担をして、特定不妊治療を進

めていこうという中身だったのですよね。 

今回の措置で、町は積極的に負担を軽減

しようということなのですが、このまま見

ますと、北海道は撤退したように見えるの

ですが、この部分について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

現在、昨年度まで実施しておりました不

妊治療につきましては、国、道、令和４年

度１回限りで継続となっているのが現状で

ございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 瞬間的にちょっと

頭が回りませんでした。 

１年限りの措置は、今後継続されるとい

うことはないのですね。 

措置されていたのは単年度限りで、過去

の話であるということで、今後はないとい

うことですか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 申し訳ご

ざいません。 

経過措置といたしまして、令和４年３月

３１日までに開始をし、４月以降に続いた

場合につき、１回限り助成の対象とすると

なっておりますので、今のところ令和４年

度限りということで認識しております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 令和４年の１年間

の時限措置が約束はされている。 

それ以降については、不明であると考え

たほうがいいのかなと思っていますが、せ

っかく町としても大事な事業だと思います

し、これからも道として支援を当然行うべ

き中身だろうと私は思います。 

そういう点で、今は見通しがないという

状況ですが、今後の実現に向けて、ぜひ負

担を求めていくということを引き続き行っ

ていただきたいということだけ申し上げて

おきます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 大きく１点だ

け。 

先ほど上杉さんが質問したとおり、美幌
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町の施設等に対する電気料の値上げの補正

について、この流れの中から確認をとりた

くて質問をします。 

まず、今回、ワタミエナジーとの交渉の

中でということなのですけれど、昨年１１

月にワタミエナジーとの協定を結んで、こ

の春、６月にも値上げ交渉に応じたと。 

このときは６月議会前であって、既に今

の金額までこの時期に達することが予想さ

れたのかなと思うのですが、値上げ交渉を

したときに３倍になったということをなぜ

６月議会で議会側に説明する余地がなかっ

たのかなというのが１点目。 

次に、今回、ワタミエナジー及び他の新

電力との交渉にこれから入るかと思います

けれど、たまたま聞き置いた中では、ワタ

ミエナジーとの協定契約の１５条で「変動

があったときには協議する」となっていま

す。 

いろいろな新電力の会社の中では、市場

連動型もしくは固定型、上限設定型があ

り、ＪＥＰＸの契約は市場連動で変動です

けれど、新電力は選べるはずなのです。 

美幌町は、先ほど言ったワタミエナジー

とは、この三つのどの契約を結んでいたの

かが分からないので、委員会でもなかなか

質問がしづらかったのです。 

この契約において、上限のない市場連動

型を選んだのか、上限設定だったのか、こ

こが１番肝腎な契約かなというのが２点

目。 

さらに、これだけ３月議会においていろ

いろな予算を決めて、基金も含めて、議会

の決議があった中で、６月以降に値上げを

するよということで、今回、急遽６,０００

万円のお金を使うと。 

これは、繰り戻しがありますから財政調

整基金を使うのかなと。 

それであっても、美幌町にとっていきな

り電気料が高騰したから６,０００万円使え

ますよと。 

であれば、３月議会までにいろいろな部

局、いろいろな係、そして、我々も含め

て、先ほどの補助金、この制度はお金どう

だ、コロナ対策でもっとお金はでないのか

と。 

ところが、それもぎりぎりの中で、国か

らの予算の中で、美幌町の財源の中で頑張

りますよと何度も言っていて、今回、いき

なり６,０００万円も上がるから仕方ないと

なるのかなと。 

３月予算から見て高騰したおかげで、基

金も含めてこれだけの一般財源を使うこと

になったと、町長がきちんと美幌町民に対

して説明すべきかなと僕は思うので、その

辺の考え方についてが３点目。 

最後、この新電力との契約行為そのもの

が、委員会での聞き置きの中で説明を受け

ているのは、来年の春になれば、再度、北

電も含めて定額もしくは上がらない先に変

更する予定も考えたいと言っていますけれ

ど、それを言うのであれば、もう既に北電

との事前交渉をすべき時期かなと。 

５か月間の選ぶ先についても、また入札

行為で高いのか、安いのか、総体どうなの

か。 

そして、ワタミエナジーにつきまして

も、今回、５倍の金額の提示が来ています

けれど、私の知る限りでは、今現在新電力

でここまで値上げする会社は出てこない。 

ですから、今、総務部から説明があった

一部の中で、令和３年１１月は基本料金が

５６１円、令和４年６月に１,６００円、そ

して、１１月以降は５,１４２円に上がる可

能性があると。 

これは可能性ですから。 

であれば、ほかの電力と比較してどうな

のか、そして、ワタミエナジーがこれだけ

上げるのであれば、本当にこの根拠はどこ

にあるのか。 

ＪＥＰＸの市場連動については、それは

ワタミと取引会社の話ですけれど、ワタミ

と美幌町の間の契約内容において、先ほど

言った市場連動型なのか、上限値なのかも
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分からないので、その辺をもう１回詳しく

説明してもらいたい。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） まず、１点目

の今回の値上げ状況の背景ですが、昨年１

１月から今年１０月までの１年間で契約し

ておりました。 

契約の内容につきましては、２番目の答

弁になりますけれども、単価契約でござい

ます。 

電気料を占めます基本料金と電力量料

金、この単価を１キロワット、また、施設

ごとの大きさによって、１５施設ごとの単

価契約でございます。 

ですので、実際に施設で使用した電気料

が毎月請求されます。 

その中には、燃料費調整額というものと

再エネ交付金というものが含まれて、請求

が来ます。 

これが大前提でございます。 

実は、２月と３月にワタミを通じて、こ

の電力価格の元売りのＪＥＰＸが上がって

いる情報が入ったことを含めて、市場が急

激に上がってきています。 

その後、２月後半にロシアの侵攻等があ

って、価格が上昇する話はありますが、実

際に北電の定額価格は今現在変わっていま

せん。 

６月の時点での変更契約の段階で、その

総額の増額分は約１５施設で６００万円ほ

どと試算しております。 

これは、そのときに比較した北電の単価

より安かったので、変更契約をお受けしま

した。 

その段階では予算は足りていましたし、

当初の見込みがまだ分からない状況でした

ので、６月の段階の予算が足りている時期

では落ち着くのではないかと思って、基本

料金等は北電等の価格を注視していまし

た。 

なぜかといいますと、新電力は燃料費調

整額とかに北電単価が使われます。 

その価格についてはまだ上昇していない

ので、この年度はいけると６月では判断し

ました。 

実際に長引く原油価格の高騰を踏まえた

取引、燃料費調整額が市場の予想以上に伸

びています。 

実は３月、４月の時点の燃料費調整額と

いうのは通常１円程度ですが、９月現在で

６円５４銭まで増加しています。 

約５倍にはね上がっています。 

これは何を意味するかといいますと、通

常の公共施設の基本料金並に燃料費調整額

が増えています。 

これは、北電、新電力を選んでも全く同

額でございますが、今回の６,４００万円の

増額のうち、実に燃料費調整額が５,０００

万円ほど占めており、これが１番大きな増

額の要因です。 

１５施設あるので、それぞれ分析するの

は大変だったのですけれども、それぞれ細

分化して検討しますと、この秋になって燃

料費調整額が急激に増額してきた。 

これから入札等に臨みますので、今回、

現契約者であるワタミに新たな契約を結ぶ

に当たっての参考見積りをいただいた段階

で、今後、３月までの間にこれほど増加す

るという見込みを聞き、この情報を踏まえ

て予算査定をして、９月の定例会に上げさ

せていただいたという経過でございます。 

契約については春ということで考えてい

て、もう北電としたらいいのではないかと

いうのはおっしゃるとおりで、今、全道の

市町村または事業所の約４０％以上が新電

力から北電に戻りたいというニュースがご

ざいます。 

その中で先日、北電の藤井社長が１２月

末から１月には新規契約の再開の協議に応

じ、春先の４月には新契約を結びたいとい

う情報があります。 

もちろん、ワタミとか、新電力に特化し

たわけではないですけれども、北電も含め

て１番安価になる方法を確認するために、
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予想ですけれども、４月時点では北電が１

番安価になるのではないかということで、

今回は５か月間の契約で３月までいきたい

ということでございます。 

以上、御答弁しましたので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ３点目のこういう

状態に至る部分については、町長がきちん

と説明すべきではないかというお話であり

ますけれども、もともとこういう形という

のは、電力の自由化になったことは皆さん

御存じだと思うのです。 

今までは、大手電力会社１０社というと

ころがあって、そこが全部契約をしていた

のです。 

それは、国の施策の中でやっていたこと

であって、その中で自由化になって、必ず

入札をやるということなのです。 

ですから、その入札をやったときに、当

然、北海道電力も入りますし、新電力会社

も入った中で１番安いところで契約すると

いうことが一つの流れでありますので、た

またま今回指摘されるワタミという電力会

社と契約しているということなのです。 

それで、今回のような形になると逆に、

九州では新電力会社がばったしてしまい、

契約ができないという例が出ているので

す。 

特定の名前を出して申し訳ないのですけ

れど、近くでは東海村についても困ってい

る。 

それは、国が最低限保障する体制をつく

っているので、結果的に全部電力が供給さ

れるのですけれども、どのような金額にな

るかという部分のフォローはまた別の話か

なと思っています。 

結果から言うと、今のこの流れについて

の状況を私だけではなくて、国もしっかり

説明をすべきだと私は思っています。 

美幌町だけが特別そうなっているという

のであれば、私は説明しますけれど、これ

から多分、大手に対する集約がまた元に戻

りつつあると私は思っています。 

ですから、資本力のある大きなところ、

今の市場制度というか、先ほど言っており

ますけれども、日本卸電力取引所というマ

ーケットがあって、そこから皆さんが買っ

ている。 

実は、今まで供給していた大手１０社に

電力を供給して、それをあえてまた買って

いるという流れが今後どうなっていくかと

いうのであれば、これだけ燃料が高騰して

いく部分については、もう根本的に崩れつ

つあるのかなと思っています。 

いろいろなことを御指摘されて、納得す

る部分もあるのですけれど、今の国の制度

の流れから私どもは今回補正をさせていた

だいて、これから北電と一対一でできるか

というと、そういう仕組みにもなっていな

いので、最終的には入札をして、その中で

やらざるを得ないということなのです。 

そのような中での高騰だということの御

理解をいただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 先ほど課長から

の回答の中で、今後、北電との交渉につい

ても十分にやりたいという部分について

は、よく理解できました。 

ただ、総量の中でどうなるかというの

は、今後何があるか分からないということ

は分かります。 

美幌町も新電力を通じてこれだけの金額

になる、国の電気の政策も含めて、いろい

ろなことがあるというのは分かります。 

でも、今までの議会、今回の予算も含め

て、我が町の電力については、今後見込み

が高くなるので上げますよと。 

でも、昨日、おとといの一般質問の中で

も、いろいろな部分で多くの町民に対して

の支援金を予定してない。 

我が町はかかるから、財政調整基金を崩

してでも６,０００万円用意しますと。 
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だから、我が町については運営資金があ

るので、それを崩してでも対応できます

と。 

でも、これから冬にかけて燃料高騰もし

くは光熱費が上がる、これについてはそう

はならないと。 

我が町の運営だけは財政でカバーされ

る。 

お金は天から降ってくるのではなくて、

みんなの血税かなと思うのです。 

ですから、私はどのようなことがあろう

が、この金額をこれだけ上げることは、行

政がしっかりと町民に説明するべきという

ことで僕は町長に言ったまでで、経過だと

か、国の考えはないのですよ。 

これだけ上がってしまって、多くのお金

を支出することになったと、説明はこれだ

けでもいいと思うのです。 

そこをしっかりすべきが開かれた行政の

説明かなと思っています。 

それをもう１回町長にお尋ねしたい。 

それと、町長の言葉の中に出てきた入札

行為のことで、どうしても引っかかるので

すけれども、美幌町の入札規程の中で全量

入札なのか、どういう契約なのか分からな

いが、たしか金額を超えた場合に入札する

のが美幌町なのですけれど、この電力の場

合、これは、美幌町の議会に上げるべき案

件でない、でも、入札行為という言葉は使

えると。 

では、この入札行為というのがどのよう

な判断でもって美幌町は考えているのか。 

これは事務的なことなのですけれどお願

いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私の捉え方です

が、今回の電気料が上がることに対して、

町民の方々の支援もしないで、なぜ公共だ

けが上がることに対して説明をしないのだ

という話をすれば、今回、補正予算でこの

ように計上させていただくということが町

としての説明であって、その一つ一つを町

長が全てこうなります、こうなりますとい

うことについて、そこまでは考えておりま

せん。 

それと、公共に対する電気をなぜここま

でお話をして補正させていただくかという

と、逆に言うと、個々を助けるために行政

という役場を停止させるとか、それから極

端な話、電気料を払えないから全部の施設

を止めますということが、町民はそれでい

いという判断をしないと私は思います。 

やはり、公共と、それから町民の方々の

対比ではなくて、行政として公共をきちん

とする必要があるから、当然、国からそう

いうお金も出ますし、それに対する維持を

すべきだと思っています。 

また、入札行為でありますけれど、入札

行為というよりも自由にここに参加してく

ださいという形の進み方、多分、事務的な

話でされると思いますけれど、基本的には

そういうやり方をどこの町村もやっている

と理解しています。 

当時の町長が、電力が自由化になったと

きに、本来ならばどことというのは、従来

の大手１０社、北海道では北海道電力と契

約をずっとしていたいとしても、今の新電

力の国の進め方からいけば、従来の電力会

社も入れて、全て希望するところを入札の

対象にするということをやっているのでは

ないかなと私は理解しております。 

○議長（大原 昇君） 総務課長。 

○総務課長（斉藤浩司君） ただいまの入

札等の御質問だと思いますけれども、それ

ぞれの施設の基本料金及び使用電力量の単

価契約ということで、総額で契約している

わけではございませんので、入札後の議会

報告等は必要ないものと理解しておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今の入札行為に

ついては、十分分かりました。 
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ただ、言えるのは、総量が決まっている

入札ですから、私は、これは総量の入札の

意味合いがあるかなと思って、いまだにそ

れは拭えません。 

今、１回目に町長に確認をとった町民の

説明の部分ですが、施設ごとの説明で十分

だと言いましたけれど、６,０００万円とい

う大きな金額であるから説明したほうが私

はいいのかなと、すべきだという考えで

す。 

でも、合計が６,０００万円ですよと。 

私は、この６,０００万円という金額の大

きさ、事の重大さを電気料金が上がる可能

性がありますよということも含めて、我が

町はこのような状態、最大６,０００万円に

なる可能性があるよと、多くの町民にきち

んと説明してもいいのではないかなという

気持ちで言っています。 

町長、それは無理なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私としては、そこ

までは考えておりません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

１０番古舘繁夫さん。 

○１０番（古舘繁夫君） ５３ページ、貨

物運送事業法の車を持っていらっしゃる

方々に、燃料高騰ということで支援をする

と。 

委員会でも御説明をいただいたのですけ

れども、この場でもう少しお話を伺いたく

て、質疑をしたいということであります。 

美幌町内には、古くから緑ナンバーで、

大きな車で経済を支えている事業所が幾つ

もあります。 

それから、全国展開されている方で、緑

ナンバーを所有して、お仕事をされている

方もいらっしゃいます。 

先ほど、説明の中で、たしか２８０数台

というお話をされたと記憶していますが、

ちょっとぴんとこなかったので、全国展開

されている事業所で美幌に拠点を置いてい

るところ、その辺は車が何台美幌にあるの

か、または、たまたま農産物の輸送で美幌

に置いてあるのだということだとか、いろ

いろあるのだと思うのです。 

この場では余り固有名詞というか、事業

者のことを言わないほうがいいと思うので

すけれども、農産物を主に運んでいる鈴与

というトレーラーをたくさん持っていらっ

しゃる方が、美幌に農産物をたくさん運ん

でいます。 

あそこはこれが適用になるのかなとか、

いろいろと思っているのですが、２８０数

台という根拠だとか、何かそういうものが

あれば、分かる限り教えていただきたいと

思います。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） ただいま

の御質問ですけれども、２８２台の根拠で

ございますが、こちらにつきましては、車

両総重量５トン以上または最大積載量３ト

ン以上といたしまして、総務部長からもお

話がありましたけれども、こちらを大型自

動車、中型自動車と呼ばせていただきまし

て、２８２台としてございます。 

先ほど御質問の全国展開されている企業

ということで、おっしゃられているのは、

大企業が支援対象になるかどうかというこ

とかなと思いますけれども、こちらは中小

企業だけではなくて、大企業も対象とさせ

ていただくということで、企業規模による

比較、対象にする、しないということは考

えてございませんので、御理解をお願いし

たいと思います。 

また、２８２台の積算でありますけれど

も、北見地区トラック協会に登録されてい

る会員及び車両数を参考とさせていただい

ておりまして、緑ナンバーで事業展開され

ている方々につきましては、陸運になりま

すけれども、車検証で登録をされていまし

て、例えば、その車検証の使用者の所在地

が美幌町になっている場合は、そのトラッ
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クについては登録になりますということに

なってございます。 

ですので、例えば、リースで使われてい

るトラックにつきましては、所有者がリー

ス会社、使用者の所在地は町内ということ

になりますので、そういったものも対象に

なるということで考えてございます。 

また、北見地区トラック協会は、今現

在、法人１８社ということでございます

が、会員になるか、ならないかは当然任意

のことでございますけれども、協会の御協

力によりまして、美幌町内の非会員の方も

２社いらっしゃるということも確認してご

ざいますので、こちらの台数もカウントし

てございます。 

また、会員、非会員だけでなくて、台数

についてももしかすると流動的なものがあ

るかもしれないということで、予備としま

して１割程度の３０台をカウントし、車両

総重量５トン未満または最大積載量３トン

未満の分の台数も含めまして、合計３１３

台とカウントさせていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 私は、２点につ

いて質問をしたいと思います。 

１点目、４５ページの企画費、移住相談

等環境構築業務委託料１,７５６万７,００

０円について、先ほど総務部長から説明が

ありましたけれども、委託料の増額の内容

をもう少し詳細に御説明をお願いしたいと

思います。 

なぜ、今回、このように補正することに

なったのか、あるいは当初予算ではこうい

う対応ができなかったのか伺います。 

２点目、５３ページ、先ほど木村議員か

らもありましたけれども、貨物運送事業燃

料価格高騰対策支援金１,２０５万５,００

０円についてであります。 

繰り返しになりますけれども、先ほどの

課長の御答弁の中で、なぜ、軽自動車が該

当にならなかったのか。 

私も聞いていて、事業者支援金があると

か、あるいは価格の高騰に影響が大きいと

ころに対策を講じたということであります

が、例えば、このような燃料価格の高騰、

道とか、国とか、私は調べませんでしたけ

れども、そういった運送業に対してやる場

合に、運送業をやられている軽自動車だけ

を対象外にしているのかどうか。 

もう一度言いますけれども、国、道の状

況となぜ軽自動車だけが外されたのか、説

明をお願いしたいと思います。 

以上、２点お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 馬場議員の御

質問にお答えいたします。 

まず初めに、移住相談等環境構築業務委

託料１,７５６万７,０００円の増額という

ことでございます。 

こちらの業務委託料につきましては、ハ

ード的な整備とソフト的な業務の内容を複

合して委託ということになってございま

す。 

今回、ハード整備の部分につきまして

は、物価の高騰及びユニバーサルデザイン

への対応ということで増額となります。 

ユニバーサルデザインにつきましては、

多機能トイレなどの整備あるいはスロープ

等につきまして整備するというものでござ

います。 

物価高騰につきましては、一般財団法人

建設物価調査会で公表している指数で、建

設資材の物価指数というものがあります。 

そちらは、建設工事に使用される直接資

材の物価変動の観察ですとか、分析、そう

いったものに使われる指数となっておりま

して、こちらが令和４年度予算編成時、令

和３年１１月時点の数値としては１３０.５

で、委託契約を締結しました令和４年６月

時点では１３９.６となっております。 

半年間で９.１ポイント、率にしますと約

７％上昇しております。 
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そして、施設改修費８,８００万円の７％

ということでいきますと、約６００万円の

増額が見込まれるということになります。 

今年の５月にプロポーザル審査を行った

のですけれども、その時点では当初予算に

計上していた相当見合い分の工事等ができ

なかった部分もありまして、増額となった

分を圧縮している部分が工事の中にありま

すので、その分で補正予算を組ませていた

だきまして、設計変更等により、今後、発

注をかけていきたいと思っているところで

ございます。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 今の課長の答弁

の中で、物価高騰については６００万円ほ

どあるということで、今回の増額の理由の

一つになるかと思います。 

ただ、多機能トイレとか、スロープと

か、外構工事について、何か事業の圧縮を

されたから当初予算に計上しないでやった

と聞こえたのですけれども、なぜ、多機能

トイレとか、スロープなどが今回造成され

たのか。 

あるいは、総務部長の説明の中で、ソフ

ト業務についても今回入られているという

ことで、テレワークの現地説明会あるいは

参加企業に対する個別支援、広告宣伝も入

られていることなのですけれども、なぜ、

今回このようなことになったのか、詳しく

説明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁を申し

上げます。 

議員から御指摘のとおり、今回、１,７０

０万ほどの補正ということで、かなり大型

の補正予算なのですけれども、本事業につ

きましては、プロポーザル方式を採用し

て、事業者からの提案を募った上で、施設

の改修整備を行うということで進めている

ところでございます。 

旧休憩施設すずらんについては、かなり

入り口から高さもありますので、ユニバー

サルデザインを取り入れた施設改修はなか

なか難しいのではないかということで、当

初、事業提案を募る際には、そういった考

えは持っておりませんでした。 

ただ、今回、事業者からは、やはりこれ

からの時代は様々な方が利用できる環境を

整えるべきだということで、ただし、その

分は当初見ておりませんでしたので、数百

万円の負担増にはなりますけれども、そう

いった改修が望ましいのではないかという

提案をいただいたところでございます。 

内部でもいろいろ検討を重ねて、確かに

負担増にはなるのですけれども、やはり長

い間使う施設、そして、テレワーク機能を

保有し、多くの皆さんに利用いただくため

にはユニバーサルデザインに対応した施設

にしたいというのが大きく１点です。 

それから、外構について、実は最小限の

外構しか見てございませんでした。 

ただ、こちらも施設を改修しても、アプ

ローチ、見映えとは言いませんが、あそこ

は少し上りにもなっておりますので、そこ

も手を加えて、利用される方が入りやすい

ような環境を整えたほうがいいのだろうと

いうことで、今回、増額をお願いしたいと

思ってございます。 

さらに、ソフト事業についても、事業提

案をいただいた中で、その事業効果を高め

るために提案を募った上で、当初から追加

で補正もあり得るのだということで考えて

いたところでございます。 

なお、先ほど私、提案説明で触れたので

すけれども、こちらの経費については、北

海道の地域づくり総合交付金を活用できる

のではないかということで、今、北海道と

協議を進めてございます。 

まだ承認されているわけではございませ

んが、そちらで財源確保がかなうならば、

時期をみて補正予算を計上し、財源を振り
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替えたいと考えてございますので、御理解

をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） 貨物運送

事業燃料費価格高騰対策でございますけれ

ども、木村議員の御質問の答弁と繰り返し

になりますが、軽自動車がなぜ該当になら

ないかということでございます。 

今回、小さいほうの支援金額というのが

２万５,０００円でございますけれども、こ

ちらの基準額としましては、北海道の地域

公共交通の臨時給付金のタクシーの車両維

持費の金額を参考とさせていただいており

ます。 

そちらの金額を基にしまして積算をして

ございますが、実際、普通自動車もしくは

軽自動車の貨物ということで、この範囲の

中で１年間、燃料高の部分については補填

できるのではないかなということで積算

し、こちらを参考とさせていただいており

ます。 

今回の部分につきまして、３台という町

内の事業者、その中の７万５,０００円で、

１０万円の事業者支援金の範囲の中で収ま

るのではないかなということで、繰り返し

でありますが、答弁とさせていただきま

す。 

また、影響が大きいか、大きくないかと

いうことでございますけれども、やはりど

の事業者さんも御苦労されて、事業をされ

ていると思いますが、今回はその事業の支

援金の範囲の中で、何とか影響を受け止め

ていただければなと考えてございます。 

北海道とか、国とかの支援金ということ

の部分でございますけれども、今、開会中

ではございますが、北海道の議会で提案さ

れておりますのが、報道によるものと北海

道のホームページによるものがございます

けれども、運送事業者臨時支援事業費とい

うことで提案されてございます。 

その中で、営業用貨物自動車、これはト

ラックなどということで、車両１社１台当

たり２万７,０００円、それから被けん引

車、トレーラーは１台１万１,０００円とい

うことで提案をしていると伺ってございま

す。 

国につきましては、国の地方創生臨時交

付金などを自治体に交付しているので、そ

の中で活用して対策を講じてほしいという

通知が、全国トラック協会に出されている

ということを伺っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 全体の部分につ

いてではなくて、もう一度確認しますけれ

ども、後段の国とか、道とか、道議会で

今、提案されているということなのです

が、そういう対策の中には、運送業の軽自

動車は除かれているのかどうかということ

をお尋ねしています。 

国についても、このような燃料価格高騰

対策の中で、軽自動車だけを対象外にして

いるのかどうか、その点が分かれば教えて

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（影山俊幸君） その内訳

についてはまだ情報がおりてきておりませ

んので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） こちらは新聞

報道でありますけれども、ただいま開会中

の定例道議会に対して提案するという内容

につきましては、車両の維持費としまして

トラック１台２万７,０００円、トレーラー

１台１万１,０００円を補助するということ

で、軽自動車の記載はございませんので、

恐らく軽自動車は除かれているものと私ど

もは解釈しております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 分かりました。 

やはり、今回の１番の目的は、先ほど木
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村議員からもありましたけれども、燃料価

格の高騰によって、事業者が大変な状況に

なっていると。 

中小企業の方が本当に困っている中で、

小さいけれども本当に困っている人ほど助

けるべきだと私は思います。 

今後、こういったことも検討というか、

これ以上になると一般質問になりますから

止めますけれど、やはり入れるべきだと私

は考えてございます。 

これで終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） 私からは、５１ペ

ージ、牧野管理運営事業費の増、修繕料。 

陥没した原因が雨水ということだったの

ですけれど、この修繕の中に排水ますとか

の計画がないのか、お伺いします。 

それと、５５ページ、教育振興事業費の

増、美幌高等学校報徳寮改修工事。 

道教委がこの改修のことでお金を出さな

いと何度も何度も言っていたのですけれど

も、今回の改修という部分でいくと、コロ

ナ対策の事業費補助金というのが使えるの

ではないかと思うのですが、道教委に対し

て、このコロナ対策のお金が使えないのか

という提案をしなかったのかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 牧野管理

運営事業費修繕料４９５万円についてお答

えさせていただきます。 

修繕内容につきましては、美幌峠牧場管

理用道路２か所が７月の降雨、経年劣化に

より陥没したことから、修繕工事を行うも

のとなっております。 

１か所目の修繕面積は７７０平米、２か

所目が２５５平米となっております。 

修繕内容といたしましては、陥没した部

分に砂利を入れた後、アスファルト舗装す

る予定となっております。 

排水ますについては特に予定しておりま

せん。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 以前も法面が崩れ

たときに排水ますの話、違うところなのか

もしれませんが、雨水ますとかというのを

つけないと何度も何度も陥没したり、崩れ

たりという状況が生まれると思うので、今

後、このような陥没箇所というのは、いろ

いろな影響があると思うので、雨水ますと

かをつけるべきだと思うのですけれども、

その辺の考えについてよろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 今後、費

用面とかを考慮しながら、検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 報徳寮の

改修に当たる財源についてでありますけれ

ども、今回、改修に当たりまして６００万

円という金額がかかりますので、一般財源

ではなく、別の手立てがないかということ

で、我々もいろいろ探したところでありま

す。 

その中の一つとして、コロナ対策という

のがありましたけれども、今までメニュー

ですとか、事例とかを見た中で、該当は難

しいのではないかということで、全て一般

財源で対応させていただきたいと思ってお

ります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 私、３月にも公立

学校の整備事業費について、一般質問をし

たと思うのですけれども、この検討は３月

時点ではなかったのか。 

答弁ではなかったという話は聞いたので
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すけれども、多分寮でもこれは使えると思

うのですが、その辺の検討がなかったの

か、お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 議員おっ

しゃる補助金につきまして、基本的には町

の持ち物でないということがありますの

で、難しい問題だと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 当然、町のもので

はないのは分かっています。 

美幌町からの持ち出しではなく、このよ

うな公共事業のお金が使えるのではないで

すかと道教委に提案するというのも一つの

方法ではないかなと思うのですが、その辺

はどうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 今後にお

きましても、このような改修等がまた出て

くることもないことはないと思っておりま

すので、様々な観点から補助金等を探って

いきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５０号令和４年度美幌

町一般会計補正予算（第７号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時といたします。 

午後０時４７分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第５１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第５１号令和４年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）についてを議題

とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

説明員は、これから着席のまま説明する

ことを許しますので、着席のまま行ってく

ださい。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

５９ページになります。 

議案第５１号令和４年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）について

御説明を申し上げます。 

令和４年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ８８１万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６

億３,３４２万４,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

６８、６９ページをお開き願います。 

３、歳出。 

３款国民健康保険事業費納付金及び４款

保健事業費につきましては、財源調整でご

ざいます。 

６款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金８８１万５,０００円の増額につきまして

は、前年度、令和３年度療養給付費等の確

定に伴う返還金でございまして、前年度に

交付されておりました国、道からの交付金

等について、例年同様、事業費確定後に精



 

－ 140 － 

算を行うもので、診察や薬剤などの療養給

付金に対する保険給付費等普通交付金等に

ついて、実績に伴い返還するものでござい

ます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、６６、６７ページにお戻り願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を許

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５１号令和４年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第５２号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第５２号令和４年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第１号）についてを議題とし

ます。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議案書７１ペ

ージでございます。 

議案第５２号令和４年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

今回の補正につきましては、過年度国庫

負担金等の確定に伴う返還金の補正でござ

います。 

令和４年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,３９７万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２１億５,２２２万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、８０ペ

ージ、８１ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款保険給付費、１項、２目施設介護サ

ービス給付費につきましては、財源調整で

ございます。 

その下、５款諸支出金、１項２目償還金

１,３９７万６,０００円の増につきまして

は、令和３年度介護給付費負担金及び交付

金等の確定に伴う返還金でございます。 

次に、歳入につきまして御説明いたしま

す。（「説明省略」と発言する者あり） 

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第５２号令和４年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第５３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第５３号令和４年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第１号）についてを議題と
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します。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 議案の８３ペ

ージをお開き願います。 

議案第５３号令和４年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

令和４年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

今回の補正につきましては、下水終末処

理場における電気料の増加に伴う補正を行

おうとするものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,０７７万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１０億６,２４３万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、９２、

９３ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款、１項、２目維持管理費、光熱水費

１,０７７万９,０００円の増につきまして

は、終末処理場電気料の単価増による増額

補正であります。 

その下、２款、１項公債費、１目元金及

び２目利子につきましては、財源調整であ

ります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、９０、９１ページをお開き願います。

（「説明省略」と発言する者あり） 

以上で、説明を終了させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 需用費の光熱水

費、当初予算額が幾らだったのかを教えて

ください。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

当初予算額につきましては、３,３０５万

５,０００円でございます。 

補正後の金額につきましては、４,３８３

万４,０００円となったことから、補正額

１,０７７万９,０００円になったものでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５３号令和４年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第５４号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第５４号令和４年度美幌町病院事業会計補

正予算（第２号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の９５

ページをお開き願います。 

議案第５４号令和４年度美幌町病院事業

会計補正予算（第２号）について御説明を

申し上げます。 

今回の補正につきましては、救急搬送さ

れる脳卒中等の脳血管疾患の疑いがある患

者様に対するより迅速な対応が可能となる

よう、遠隔地の専門医による遠隔画像診断

システムを導入するために必要な経費と、
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その財源として、企業債及び北海道の遠隔

医療促進事業補助金の収入について、補正

を行おうとするものでございます。 

第１条、令和４年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条の業務の予定量の補正につきまし

ては、主要な建設改良事業として、遠隔画

像診断システムに必要なゲートウェイサー

バーの購入費２７１万７,０００円を追加す

るものであります。 

第３条の収益的支出の補正。 

５８万３,０００円の増額につきまして

は、後ほど実施計画書及び説明書で御説明

を申し上げます。 

第４条の資本的収入及び支出の補正につ

きましては、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額を７,２１４万６,０００

円に改め、過年度分損益勘定留保資金で補

う補正を行うものであります。 

補正の内容につきましては、後ほど実施

計画書及び説明書で御説明を申し上げま

す。 

次に、９７ページをお開き願います。 

第５条の企業債の補正につきましては、

今回の遠隔画像診断システム購入費用の財

源を企業債に求めようとするもので、起債

限度額を１７０万円増額し、３,３１０万円

にしようとするものであります。 

次に、９８、９９ページをお開き願いま

す。 

資本的支出の補正であります。 

医業費用、材料費の医療消耗備品費、診

療用消耗備品５万５,０００円の増は、遠隔

画像診断システムを運用するために必要な

医療関係者間コミュニケーションアプリＪ

ｏｉｎのモバイル端末として、タブレット

端末１台の購入費用を計上するものであり

ます。 

経費の手数料、医療関係者間コミュニケ

ーションアプリ利用料５２万８,０００円

は、遠隔画像診断システムの運用アプリケ

ーションＪｏｉｎの利用料として、月額８

万８,０００円の６か月分を計上するもので

あります。 

次に、１００、１０１ページをお開き願

います。 

資本的収入の補正であります。 

企業債の補正は、今回の遠隔画像診断シ

ステムに必要な備品購入の財源の一部を企

業債に求めるもので、２７０万円増額する

ものであります。 

道補助金、遠隔医療促進事業、設備整備

補助金１００万円は、今回の遠隔画像診断

システムに必要な備品購入に対する北海道

からの補助金を計上するもので、補助率は

２分の１以内、上限額は１００万円であり

ます。 

次に、１０２、１０３ページをお開き願

います。 

資本的支出の補正であります。 

建設改良費の有形固定資産購入費、器械

及び備品購入費２７１万７,０００円は、救

急搬送される脳卒中等の脳血管疾患の疑い

のある患者に、的確で、より迅速な対応を

行うことにより、患者様の生命を守り、治

療後の生活の質の低下を防ぐことを目的と

して、遠隔地の専門医が在籍する北見赤十

字病院脳神経外科とリアルタイムにＣＴや

ＭＲＩ画像を共有し、医師対医師のコンサ

ルティングを行うための遠隔診断システム

のゲートウェイサーバー一式を導入するた

めの費用を計上するものであります。 

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ９９ページ、先

ほど説明があった医療機関関係者間コミュ

ニケーションアプリというのは、今、お話

のありました遠隔診断をするのに、町立病

院の先生と日赤の先生とがそのアプリを通

じて、画像を見たりしながら会話できると
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いうシステムということでよろしいのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

質問にお答えいたします。 

ＬＩＮＥというコミュニケーションアプ

リが存在していると思うのですが、イメー

ジといたしましては、画像を踏まえて、医

者と医者の間でやりとりをするというもの

になろうかと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第５４号令和４年度美幌

町病院事業会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり、決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は原案のとおり可決さ

れました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 認定第１号から 

 日程第１９ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 認定

第１号令和３年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第１５ 認定第２

号令和３年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第１６ 

認定第３号令和３年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第１７ 認定第４号令和３年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第１８ 認定第５号令和３年度美

幌町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について、日程第１９ 認定第６号令和３

年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出

決算認定について、以上６件を一括議題と

いたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する一般会計等決算審査特別委員会を設

置して、地方自治法第９８条第１項の権限

を委任し、これに付託の上、閉会中の継続

審査とすることにいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第１号令和３年度美幌

町一般会計歳入歳出決算認定から認定第６

号令和３年度美幌町個別排水処理特別会計

歳入歳出決算認定までについては、６人の

委員をもって構成する一般会計等決算審査

特別委員会を設置して、地方自治法第９８

条第１項の権限を委任し、これに付託の

上、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました一般会計等決算

審査特別委員会の委員については、美幌町

議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、２番藤原公一さん、４番髙橋秀明さ

ん、５番木村利昭さん、６番伊藤伸司さ

ん、９番稲垣淳一さん、１２番松浦和浩さ

ん、以上６人を指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を一般会計等決算審査特別委員会委員

に選任することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２０ 認定第７号から 

 日程第２１ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 認定

第７号令和３年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第２１ 認定第８号令

和３年度美幌町病院事業会計決算認定につ
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いて、以上２件を一括議題といたします。 

お諮りします。 

本件については、６人の委員をもって構

成する企業会計決算審査特別委員会を設置

して、地方自治法第９８条第１項の権限を

委任し、これに付託の上、閉会中の継続審

査とすることにいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、認定第７号令和３年度美幌

町水道事業会計決算認定及び認定第８号令

和３年度美幌町病院事業会計決算認定につ

いては、６人の委員をもって構成する企業

会計決算審査特別委員会を設置して、地方

自治法第９８条第１項の権限を委任し、こ

れに付託の上、閉会中の継続審査とするこ

とに決定しました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました企業会計決算審

査特別委員会の委員については、美幌町議

会委員会条例第７条第２項の規定により、

１番戸澤義典さん、３番大江道男さん、７

番坂田美栄子さん、８番岡本美代子さん、

１１番上杉晃央さん、１３番馬場博美さ

ん、以上６人を指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、ただいま指名しました６人

の方を企業会計決算審査特別委員会委員に

選任することに決定しました。 

暫時休憩します。 

再開は１４時５０分といたします。 

休憩中に両決算審査特別委員会を開催

し、正副委員長の互選をお願いいたしま

す。 

午後２時２２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。 

休憩中に開催された両決算審査特別委員

会において、委員長及び副委員長の互選が

行われ、一般会計等決算審査特別委員会の

委員長に藤原公一さん、副委員長に松浦和

浩さん。 

企業会計決算審査特別委員会の委員長に

戸澤義典さん、副委員長に上杉晃央さん。 

以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。 

暫時休憩します。 

再開は、１５時２０分といたします。 

午後２時５１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後３時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２２ 意見書案第１３号 

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 意見

書案第１３号国土強靱化に資する社会資本

整備等に関する意見書についてを議題とし

ます。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書案についてを採決し

ます。 



 

－ 145 － 

お諮りします。 

本意見書案は原案のとおり、決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２３ 意見書案第１４号 

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 意見

書案第１４号道教委「これからの高校づく

りに関する指針」を抜本的に見直しすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高校教

育を求める意見書についてを議題としま

す。 

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。 

これから質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、本意見書についてを採決しま

す。 

お諮りします。 

本意見書案は原案のとおり、決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。 

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２４ 報告第１７号 

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 報告

第１７号健全化判断比率について。 

御手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１７号健全化判断比率につ

いては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２５ 報告第１８号 

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 報告

第１８号資金不足比率について。 

御手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１８号資金不足比率につい

ては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２６ 報告第１９号 

○議長（大原 昇君） 日程第２６ 報告

第１９号放棄した債権の報告について。 

御手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１９号放棄した債権の報告

については、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２７ 報告第２０号 

○議長（大原 昇君） 日程第２７ 報告

第２０号令和３年度教育委員会の主な事務

の管理及び執行状況の点検・評価の報告に

ついて。 

御手元に配付しているとおり、報告書の
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提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２０号令和３年度教育委員

会の主な事務の管理及び執行状況の点検・

評価の報告については、これで終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２８ 報告第２１号 

○議長（大原 昇君） 日程第２８ 報告

第２１号専決処分の報告について。 

御手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２１号専決処分の報告につ

いては、これで終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２９ 報告第２２号 

○議長（大原 昇君） 日程第２９ 報告

第２２号例月出納検査報告について（５月

～７月分）。 

御手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２２号例月出納検査報告に

ついて（５月～７月分）はこれで終わりま

す。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３０ 議員の派遣について 

○議長（大原 昇君） 日程第３０ 議員

の派遣についてを議題とします。 

お諮りします。 

議員の派遣については、御手元に配付し

た印刷物のとおり、派遣することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、本件は御手元に配付したと

おり、派遣することに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３１ 閉会中の継続調査について 

○議長（大原 昇君） 日程第３１ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。 

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、御手元に配付した印刷物のとおり

申出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、各委員長から申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和４年第７回美幌町議会定例

会を閉会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後３時２７分 閉会   
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